
業者名 本店所在地
入札参加
停止期間

入札参加停止の理由

株式会社トーニチコンサルタ
ント

〒151-0071
東京都渋谷区本町１－１３－３

R8.1.16 ～ R8.5.15
4か月

株式会社トーニチコンサルタントは、特定跨線橋点
検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止
法第３条違反（不当な取引制限の禁止）を認定さ
れ、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 
今回の独占禁止法に違反する行為については、秩父
広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措
置要綱別表第２第３号の（独占禁止法違反行為）に
該当するため。

大日コンサルタント株式会社
〒500-8384
岐阜県岐阜市藪田南３－１－２１

R8.1.16 ～ R8.5.15
4か月

大日コンサルタント株式会社は、特定跨線橋点検等
業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第
３条違反（不当な取引制限の禁止）を認定され、排
除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 
今回の独占禁止法に違反する行為については、秩父
広域市町村圏組合の契約に係る入札参加停止等の措
置要綱別表第２第３号の（独占禁止法違反行為）に
該当するため。
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